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山梨県地域リハビリテーション人材育成研修について 

 

 時下、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、山梨県では、山梨県リハビリテーション支援センター並びに山梨県リハビリテーシ

ョン専門職団体協議会と連携しながら、地域リハビリテーションの推進を図っているとこ

ろであります。昨年度初めて支援体制を更に強化するため、山梨県、山梨県リハビリテーシ

ョン支援センター、山梨県リハビリテーション専門職団体協議会三者合同で地域リハビリ

テーション人材育成研修実施いたしました。今年度につきましても別添実施要項のとおり

研修会を実施することといたしました。つきましては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士の方に御周知いただきますとともに参加について御配慮をくださいますようお願いいた

します。 

謹白 

 

 添付文書 

 ・地域リハビリテーション人材育成研修会 実施要項（申し込み） 

 ・地域リハビリテーション人材育成研修の流れ（ポンチ絵） 

  

 

 

 

 

 

        問い合わせ先 

山梨県リハビリテーション支援センター 

〒406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場 2031 

TEL:055-262-3333 FAX:055-262-3727 

e-mail:kenreha@krg.ne.jp 

担当：保坂・晴山・磯野 

tel:055-262-3333
mailto:kenreha@krg.ne.jp


令和 7 年度 山梨県地域リハビリテーション人材育成研修会 開催要項 

 

１．趣旨 

   地域リハビリテーション活動支援事業が市町村において活発に実施される中、リハビリテーショ

ン専門職が事業に関わる機会も増加した。そのような中で各市町村の進める、地域包括ケアの取り組

み、事業の意味を理解し、事業を実施できるとともに事業を通して、地域の理解を深め、事業の改

善・地域づくりに向けた提案、発信ができる人材育成を目指す。 

 

２．事業主体 

山梨県、山梨県リハビリテーション支援センター、山梨県リハビリテーション専門職団体協議会 

 

３．開催日 

  ①基礎研修：令和 7 年 10 月 4 日（土）（Zoom 開催） 

  ②応用研修：令和７年 10 月 5 日（日） 

  ③フォローアップ研修：令和８年 2 月 21 日（土） 

   

４．開催方法・場所 

  ①基礎研修：ｗeb 開催（Zoom 使用）＊参加費無料 

  ②・③：参集形式 （医療法人銀門会 甲州コミュニティホール）＊参加費無料 

  〒406－0032 

  笛吹市石和町四日市場 2031 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．対象 

  山梨県内の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ＊会員・非会員は問いません 

①基礎研修：山梨県内の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

＊昨年度（令和 6 年度）の基礎編修了者も再度基礎編からの受講をお願いします 

  ②応用研修：基礎研修を受講し、フォローアップ研修にも参加可能なもの 

  ③フォローアップ研修：①②に参加した者及び昨年度受講修了者（スキルアップ） 

   

 

７．募集人員 

  ①基礎研修：500 名 

  ②応用研修：50 名 

③フォローアップ研修：50 名 

  ＊参加希望者が募集人員を超える場合には、抽選となります。 

 

８．申し込み方法 

  ・QR コード、URL から９月 26 日（金）までに申し込みをお願いします。 

  ・申し込み URL：https://forms.gle/W4LAkNgd34dVKE358 

 

 

 

   

 

 

９．その他 

  ●修了までの流れ 

   ３つの研修の全てを修了したものは、山梨県が修了書を発行します。修了者は、各市町村に氏名・

職種・所属を開示します。 

＊修了者は PTOTST バンクに登録（所属長の許可が必要）を推奨します。 

＊昨年度受講したバンク登録者は、特に申し出がない限り、自動更新します。 

  ●バンク登録について 

バンク登録の条件としては、山梨県理学療法士会、山梨県作業療法士会、山梨県言語聴覚士会の会

員のみであり、任意となります。 

  ●昨年度修了者（PTOTST バンク登録者）に向けて 

   ・基礎編からフォローアップ編までの参加が可能となっております（新規の方を優先）。 

   ・フォローアップ編は、スキルアップとして出来る限りご参加ください。 
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①市町村の進める、地域包括ケアの取り組み、事業の意味を理解し、事業に協力できる。 

②市町村事業を通して、地域の理解を深め、事業の改善・地域づくり向けた提案、発信ができる。 
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山梨県地域リハビリテーション人材育成研修 

対象者：山梨県内のリハビリテーション専門職 ＊県士会の会員・非会員問わず 

○地域リハビリテーションの概念や山梨県の地域リハビリテーション体制、制度や 

市町村事業などについて基本的な知識を学ぶ 

 ・地域包括ケア、地域リハビリテーションの概念 

・山梨県の地域リハビリテーション体制 

 ・地域の捉え方、地域展開などについて 

基 

礎 

研 
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〇各領域から考える地域リハビリテーション（急性期・回復期・生活期） 

 ・グループワークを通して課題抽出とアクションプラン立案 

〇地域診断の実践 

 ・グループワークで市町村地域診断の実践 

○市町村事業において、具体的な支援方法等について学ぶ 

対象者：基礎研修を修了し、市町村事業に関わっている者でフォローアップ研修にも 

参加可能な者 
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対象者：基礎研修および応用研修を修了した者 

○自身の地域リハビリテーションにおける課題に対しての実践報告 

〇自身で地域診断を実施した内容の報告と情報共有 

 ・グループワーク 
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